
生
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
、
同
令
第
五
十
四
条
の
六
に
規
定
す
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業

者
、
同
令
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
当
該
事
業
を
行
う
事

業
所
が
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
、
同
令
第
七
十
一
条
の
二
に

規
定
す
る
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
及
び
同
令
第
七
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
基
準

該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

(10)
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
移
動
支
援
事
業
を
行
う

者
、
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
を
行
う
者
、
同
条
第
二
十
八

項
に
規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
を
行
う
者
並
び
に
同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定

す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
（
同
法
第
五
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
移
動
支
援
事
業
を
行
う
者
、
同

条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
を
行
う
者
及
び
同
条
第
二
十
八
項
に

規
定
す
る
福
祉
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福

(11)
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
登
録
特
定
行
為
事
業
者
に
限
る
。
）

五

在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指
導
料
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
患
者

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
箋
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容



を
有
す
る
別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
別
食
を
必
要
と
す
る
患
者
、
が
ん
患
者
、
摂
食
機
能
若
し
く
は
嚥
下
機
能
が
低

え
ん

下
し
た
患
者
又
は
低
栄
養
状
態
に
あ
る
患
者

五
の
二

在
宅
療
養
後
方
支
援
病
院
の
施
設
基
準
等

在
宅
療
養
後
方
支
援
病
院
の
施
設
基
準

(1)
イ

許
可
病
床
数
が
二
百
床
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
所
在
す
る
保

険
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
百
六
十
床
）
以
上
の
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

ロ

在
宅
療
養
後
方
支
援
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

在
宅
患
者
共
同
診
療
料
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

(2)

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
別
表
第
十
三
に
掲
げ
る
疾
病
等

五
の
三

在
宅
患
者
訪
問

褥

瘡
管
理
指
導
料
の
施
設
基
準

じ
よ
く
そ
う

医
師
、
看
護
師
及
び
管
理
栄
養
士
か
ら
な
る
在
宅

褥

瘡
対
策
チ
ー
ム
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

(1)

在
宅

褥

瘡
対
策
チ
ー
ム
に
、
在
宅

褥

瘡
管
理
者
を
配
置
す
る
こ
と
。

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

(2)

在
宅
に
お
け
る
重
症
化
予
防
等
の
た
め
の

褥

瘡
管
理
対
策
を
行
う
に
つ
き
ふ
さ
わ
し
い
体
制
が
整
備
さ
れ

じ
よ
く
そ
う

(3)
て
い
る
こ
と
。

五
の
四

在
宅
療
養
指
導
管
理
料
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
患
者

十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態
の
も
の
又
は
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
人



工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態
が
十
五
歳
未
満
か
ら
継
続
し
て
い
る
も
の
（
体
重
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇
注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注
入
器
用
注

け
つ

射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬

別
表
第
九
に
掲
げ
る
注
射
薬

六
の
二

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
の
注
５
に
規
定
す
る
施
設
基
準

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

六
の
二
の
三

在
宅
妊
娠
糖
尿
病
患
者
指
導
管
理
料
１
及
び
血
糖
自
己
測
定
器
加
算
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者

妊
娠
中
の
糖
尿
病
患
者
又
は
妊
娠
糖
尿
病
の
患
者
で
あ
っ
て
周
産
期
に
お
け
る
合
併
症
の
危
険
性
が
高
い
者
（

血
糖
の
自
己
測
定
を
必
要
と
し
た
も
の
に
限
る
。
）

六
の
三

在
宅
血
液
透
析
指
導
管
理
料
の
施
設
基
準

在
宅
血
液
透
析
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
の
三
の
二

在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
料
の
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
加
算
の
施
設
基
準

情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

呼
吸
器
疾
患
の
診
療
に
つ
き
十
分
な
経
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
及
び
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(2)


